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薬
害
エ
イ
ズ
訴
訟
和
解
か
ら
2
年
以
上
が
経
過
し
た
。
反
省
、
謝
罪
し
、
こ
う
し
た
問
題
を
二
度
と
起
こ
さ
な
い
こ
と
を

誓
っ
た
は
ず
の
厚
生
省
で
あ
る
が
、
原
告
と
約
束
し
た
碑
の
建
立
を
巡
る
交
渉
で
の
姿
勢
、
今
ま
で
な
い
と
さ
れ
て
き
た
テ
ー

プ
な
ど
の
新
証
拠
の
出
現
、
引
き
続
き
行
わ
れ
る
製
薬
業
界
へ
の
天
下
り
な
ど
最
近
の
様
々
な
動
向
を
見
る
と
、
そ
の
誓
い
を

疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
悲
し
み
の
中
に
あ
る
遺
族
や
現
在
も
被
害
に
苦
し
む
患
者
・
感
染
者
が
い
る
中
、
問
題
の
風
化
は
許
さ

れ
な
い
。
何
よ
り
も
、
こ
う
し
た
姿
勢
を
と
り
続
け
る
限
り
、
ま
た
も
や
悲
惨
な
薬
害
を
繰
り
返
し
か
ね
な
い
。 

一 

「
薬
害
根
絶
誓
い
の
碑
」
建
立
に
つ
い
て 

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
協
議
に
お
い
て
、
厚
生
官
僚
は
、
薬
害
「
根
絶
」
の
文
字
を
碑
に
刻
ま
な
い
な
ど
確
認
事
項
か
ら

大
き
く
後
退
し
た
提
案
を
繰
り
返
し
て
い
る
。 

し
た
が
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

薬
害
エ
イ
ズ
の
重
大
な
被
害
を
後
世
に
伝
え
、
薬
害
根
絶
へ
の
厚
生
省
の
誓
い
を
世
に
広
く
示
す
た
め
の
「
薬
害
根
絶
の

碑
」
の
建
立
に
関
し
、
一
九
九
七
年
八
月
五
日
、
東
京
・
大
阪
両
Ｈ
Ｉ
Ｖ
訴
訟
原
告
団
は
、
小
泉
厚
生
大
臣
出
席
の
も
と
で

協
議
を
行
い
、
十
月
九
日
付
け
で
同
協
議
の
「
議
事
確
認
書
」
を
と
り
か
わ
し
た
。 
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こ
う
し
た
現
状
を
、
内
閣
と
し
て
正
確
に
把
握
し
、
指
導
し
て
い
く
べ
き
と
考
え
る
。
特
に
、
合
意
に
携
わ
っ
た
小
泉
厚

生
大
臣
の
監
督
責
任
は
重
大
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
以
下
質
問
す
る
。 

（
四
） 

設
置
場
所
に
つ
い
て
も
、
厚
生
省
本
省
の
敷
地
内
に
建
立
す
る
こ
と
は
認
め
た
も
の
の
、
多
く
の
人
々
の
目
に
ふ 

（
三
） 

厚
生
省
側
に
い
か
な
る
理
由
が
あ
る
に
せ
よ
、
確
認
書
を
誠
実
に
読
め
ば
、
当
然
「
薬
害
根
絶
誓
い
の
碑
」
「
薬

害
根
絶
」
等
の
碑
名
、
文
言
を
碑
に
書
き
込
む
方
向
で
、
再
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
厚
生
大
臣
は
ど
う
考
え
る

か
。 

（
二
） 

同
議
事
確
認
書
に
お
い
て
、
「
両
原
告
団
が
要
求
し
て
い
る
『
薬
害
根
絶
誓
い
の
碑
』
に
つ
い
て
碑
を
建
立
す
る

意
義
を
認
め
、
そ
の
実
現
を
図
る
。
こ
の
具
体
化
の
た
め
、
そ
の
実
現
を
図
る
。
」
と
あ
る
。
確
認
書
に
は
「
薬
害

根
絶
誓
い
の
碑
」
と
の
明
確
な
文
言
が
あ
り
、
そ
の
修
飾
語
と
し
て
「
両
原
告
団
が
要
求
し
て
い
る
」
と
あ
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
告
の
思
い
の
根
幹
で
あ
る
「
薬
害
根
絶
誓
い
の
碑
」
「
薬
害
根
絶
」
等
の
碑
名
、
文
言
を

碑
に
書
き
込
み
た
く
な
い
と
す
る
理
由
は
何
か
。 

（
一
） 
一
九
九
七
年
八
月
五
日
の
協
議
内
容
を
受
け
た
、
十
月
九
日
付
け
議
事
確
認
書
の
合
意
は
現
在
も
当
然
有
効
で
あ

る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 
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二 

「
薬
害
エ
イ
ズ
公
判
」
に
お
け
る
新
証
拠
に
つ
い
て 

六
月
一
七
日
に
開
か
れ
た
松
村
元
生
物
製
剤
課
長
の
公
判
に
お
い
て
、
真
相
究
明
の
重
大
な
手
が
か
り
と
な
る
厚
生
省
エ

イ
ズ
研
究
班
の
録
音
テ
ー
プ
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
国
会
の
調
査
、
厚
生
省
の
一
連
の
内
部
調
査
で
は
そ
の
存
在
す

ら
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
資
料
を
隠
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
さ
ら
に
隠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

の
重
大
な
疑
い
が
生
じ
る
。
よ
っ
て
、
以
下
質
問
す
る
。 

（
二
） 

厚
生
省
は
、
こ
の
テ
ー
プ
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
か
。
認
識
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
公
開
し
な
か
っ
た
の
は
な

ぜ
か
。
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
一
連
の
国
会
で
の
追
及
、
内
部
調
査
に
か
か
わ
ら
ず
こ
の
テ
ー
プ
の
存

在
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。 

（
一
） 

検
察
庁
は
、
こ
の
テ
ー
プ
を
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
押
収
し
た
の
か
。 

（
五
） 
同
議
事
確
認
書
に
沿
っ
て
、
厚
生
省
は
、
原
告
と
碑
名
・
碑
文
、
設
置
場
所
を
巡
る
協
議
を
続
行
す
べ
き
と
考
え

る
が
、
厚
生
大
臣
は
ど
う
考
え
る
か
。 

れ
る
場
所
と
は
言
え
ず
、
「
薬
害
根
絶
を
多
く
の
人
々
に
対
し
誓
う
」
と
い
う
碑
の
趣
旨
か
ら
考
え
る
と
不
適
切
と

考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

五 

 



 

三 

厚
生
省
薬
務
官
僚
の
製
薬
企
業
、
業
界
団
体
等
へ
の
天
下
り
に
つ
い
て 

元
厚
生
省
薬
務
局
安
全
課
課
長
が
、
本
年
四
月
、
製
薬
企
業
の
団
体
で
あ
る
大
阪
医
薬
品
協
会
の
理
事
長
に
就
任
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
強
い
批
判
を
浴
び
、
総
理
大
臣
も
か
つ
て
懸
念
を
表
明
し
た
薬
務
官
僚
の
製
薬
業
界
へ
の
天

下
り
が
相
変
わ
ら
ず
行
わ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
以
下
質
問
す
る
。 

（
三
） 

九
六
年
九
月
に
発
表
し
た
自
粛
措
置
は
、
現
在
も
継
続
中
か
。
継
続
中
で
あ
れ
ば
、
遵
守
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る 

（
二
） 

上
記
の
よ
う
な
天
下
り
に
つ
い
て
、
厚
生
省
は
適
切
と
考
え
る
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

（
一
） 

事
務
次
官
、
官
房
長
、
薬
務
（
現
医
薬
安
全
）
局
長
、
薬
務
担
当
審
議
官
、
薬
務
（
現
医
薬
安
全
）
局
の
課
長
、

課
長
補
佐
以
上
の
各
役
職
を
歴
任
し
た
も
の
が
、
九
六
年
以
降
製
薬
企
業
及
び
業
界
団
体
、
及
び
薬
品
の
製
造
や
安

全
性
に
関
連
の
あ
る
特
殊
法
人
、
公
益
法
人
に
再
就
職
し
た
事
例
を
、
該
当
役
職
、
厚
生
省
で
の
最
終
役
職
、
退
任

日
、
再
就
職
日
、
再
就
職
企
業
・
団
体
名
、
役
職
に
つ
い
て
す
べ
て
答
え
よ
。 

（
三
） 

検
察
庁
は
、
こ
の
テ
ー
プ
の
他
に
、
エ
イ
ズ
研
究
班
で
の
や
り
と
り
に
関
す
る
テ
ー
プ
、
議
事
録
、
厚
生
省
内
部

調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
以
外
の
内
部
文
書
等
を
押
収
し
た
事
実
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
も
の

か
。
具
体
的
に
答
え
よ
。 

六 

 



 

 

七 

か
。
継
続
し
て
い
な
い
と
す
る
と
、
措
置
を
や
め
た
理
由
は
何
か
。 

（
四
） 

橋
本
内
閣
総
理
大
臣
も
か
つ
て
こ
う
し
た
天
下
り
に
懸
念
を
表
明
し
た
と
の
報
道
は
事
実
か
。 

（
五
） 
事
実
と
す
れ
ば
、
現
在
も
同
様
の
認
識
と
考
え
て
よ
い
か
。
今
後
、
何
ら
か
の
措
置
を
講
ず
る
べ
き
と
考
え
る
が

ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


